
総務・家庭児童支援室

鈴鹿児童相談所
〒513-0809

（県鈴鹿庁舎 1F）
鈴鹿市西条 5-117

T E L :
F A X :

059-382-9794
059-382-9795

鈴鹿市、亀山市

桑名市、四日市市、いなべ市、
木曽岬町、東員町、菰野町、
朝日町、川越町

jidoucen@pref.mie.lg.jp

①相談

②研修

③家庭訪問調査

④施設実習

⑤審査・登録

　児童相談所の職員による制度説明

　基礎研修及び登録前研修（計3日間）を受講

・家庭状況（家族構成、住居の状況、経済状況、健康状態等）の確認
・里親認定申請書の提出

　県内の乳児院または児童養護施設での実習（計２日間）

・県社会福祉審議会での審査を経て、知事が里親として認定
・里親名簿に登録

※養育里親・養子縁組里親は５年、専門里親は２年ごとに更新研修の
受講が必要となります。



　県内の乳児院や児童養護施設に配置されていま
す。児童相談所職員・里親委託推進員と連携しつつ、
里親のパートナーとして相談に応じます。

　里親同士の交流、情報交換や里親制度の普及・啓
発などを目的とした団体です。地域ごとに支部があ
り、交流会や研修会などの活動を行っています。
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